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NTTNTT再再編／再再編／NTTNTTの垂直分離を提言の垂直分離を提言

１．結 論

通信業界の構造改革通信業界の構造改革

加入者回線を光化し、加入者回線を光化し、
ユニバーサルサービスへユニバーサルサービスへ
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(1) デジタルディバイドの解消(1) デジタルディバイドの解消

２．キーメッセージ

「「 ユニバーサル回線会社ユニバーサル回線会社 」による」による
６０００万回線光化６０００万回線光化

全国100％光回線
実現の必要

（2） 光回線の普及促進（2） 光回線の普及促進

共通インフラ基盤上での
真の競争促進

① 100％光ブロードバンドインフラ基盤

② 競争事業者間イコールフッティング

全国民に平等で安価なブロードバンド回線を提供全国民に平等で安価なブロードバンド回線を提供

実現実現
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(1) ＩＴ新改革戦略 （平成18年1月19日公表）

「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」使える
デジタル・ディバイドのないインフラの整備 ーユビキタス化の推進ー

(1) ＩＴ新改革戦略 （平成18年1月19日公表）

「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」使える
デジタル・ディバイドのないインフラの整備 ーユビキタス化の推進ー

３．目指すべき方向

ソフトバンクグループは、本政府方針に賛同しますソフトバンクグループは、本政府方針に賛同しますソフトバンクグループは、本政府方針に賛同します

1． 2010年度までに光ファイバ等の整備を推進し、ブロードバンド・ゼロ地域を
解消する。

2． 2010年度までに現在の100倍のデータ伝送速度を持つ移動通信システム
を実現する。

3． 2011年7月までに、通信と放送のハーモナイゼーション等を進め、地上デ

ジタルテレビ放送への全面移行を実現する。
（【出典】 ＩＴ戦略本部、「ＩＴ改革戦略」 （平成18年1月19日））
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「世界一低廉なブロードバンド大国を実現」

(1）基盤インフラ（メタル回線）が整備されていたため

(2) 設備開放により、サービス競争が進展したため

※ただし、種々の不公正が存在

「世界一低廉なブロードバンド大国を実現」

(1）基盤インフラ（メタル回線）が整備されていたため

(2) 設備開放により、サービス競争が進展したため

※ただし、種々の不公正が存在

DSL市場

光回線では、

（1） 競争が進んでいない

（2） 整備地域が限定される

光回線では、

（1） 競争が進んでいない

（2） 整備地域が限定される

FTTH市場

４．ブロードバンド普及の現状

次世代ブロードバンドを、全国民に平等・安価に提供できるか？
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ADSL累積加入者数推移

ADSL市場では、NTT東西のシェアが4割程度で推移

【出典】 ソフトバンク株式会社作成

ある程度競争が機能しているため
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ADSL – 1Mbpsあたりの料金
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【出典】総務省 “平成16年度 電気通信サービスに係る内外価格差に関する調査” 2005年1月現在

1.5M

通信料金とISP料金を含む

（円）
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FTTH累積加入者数推移

ＦＴＴＨ市場は、ＮＴＴ東西の一人勝ち

【出典】 ソフトバンク株式会社作成

競争が機能していないため
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５．新規事業者の自前光回線設置は事実上不可能

現状では、光回線の公平な競争は事実上不可能

屋内配線工事取りやめ

○NTT東西・・・引込線工事と屋内配線工事が同日工事可

×他社・・・同日工事は困難

申込み手続き

○NTT東西・・・116を有効活用可、申込手続がスムーズ

×他社・・・複雑な申込手続

NTT局舎

道路占用

○NTT東西・・・簡素な手続きで済む

×他社・・・コストと時間のかかる手続きが必要

とう道・管路

○NTT東西・・・施設設置負担金・電電債により
構築

×他社・・・自前で構築するのは ほぼ不可能

電柱利用

○NTT東西・・・自社の電柱所有（借用手続き不要）

×他社・・・電柱借用手続きが必要

ダークファイバ

○NTT東西・・・自社計画に基づき設備設置
優先的に利用可能

×他社・・・ＮＴＴの既存設備に空きがある場合
のみ、利用可能

ジャンパ工事

○NTT東西・・・遅くて高い

×他社・・・自前工事できず

コロケーション

○NTT東西・・・手続き不要

×他社・・・調査手続・工事申請手続が必要
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６．NTT光回線の利用による競争も困難 （シェアドアクセス）

＜理由＞ＮＴＴに圧倒的優位性が存在

（1） 情報の非対称性

① 光ファイバ施設計画は非公開

② 加入者情報利用は不平等

（2） 手続きの非対称性

① コロケーション等の利用手続きは不平等

② その他工事手続きは不平等

（3） 収容効率が上がらない限り、接続料金が低下しない

（同一配線ブロックに複数ユーザの収容が必要なため）

＜理由＞ＮＴＴに圧倒的優位性が存在

（1） 情報の非対称性

① 光ファイバ施設計画は非公開

② 加入者情報利用は不平等

（2） 手続きの非対称性

① コロケーション等の利用手続きは不平等

② その他工事手続きは不平等

（3） 収容効率が上がらない限り、接続料金が低下しない

（同一配線ブロックに複数ユーザの収容が必要なため）

現状では、光回線の公平な競争は事実上不可能
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（1）NTT中期経営戦略

「光サービスを２０１０年度に

は３，０００万のお客様に」

（1）NTT中期経営戦略

「光サービスを２０１０年度に

は３，０００万のお客様に」

NTTは、コストメリットの
存在する場合のみ整備

（2）ユニバーサル回線会社
（民間企業）

「光サービスを

６，０００万のお客様に」

（メタル回線と同規模）

（2）ユニバーサル回線会社
（民間企業）

「光サービスを

６，０００万のお客様に」

（メタル回線と同規模）

全地域、平等な形での
光回線整備が必要

3,000万回線
格差

3,000万回線
格差

７．ＮＴＴによるデジタルディバイドの解消は可能か

ＮＴＴによるデジタルディバイドの解消は困難
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現在の光回線設備整備状況（人口規模別）

【出典】 情報通信政策研究所「我が国のＦＴＴＨの現状と政策課題」2005年4月8日
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50,001人以上の自治体

10,001人以上50,000人以下の自治体

5,001人以上10,000人以下の自治体

5,000人以下の自治体

整備済み自治体

未整備自治体
662自治体（97.9％）

700自治体
（89.4％）

785自治体
（66.2％）

449自治体
（93.9％）

401自治体
（33.8％）

83自治体
（10.6％）

29自治体
（6.1％）

14自治体
（2.1％）
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これでは投資が進まない

８．設備競争による光回線普及促進は可能か

通信事業者がそれぞれ光回線を引き込むことは、
宅配事業者がそれぞれ道路を引き込むことと同じ

（1) 事実上、通信事業者それ
ぞれが、光回線を設置

（2) 宅配事業者それぞれが、
道路を設置

Ｂ社

Ａ社

ＮＴＴ

佐川急便

日本郵政公社

ヤマト運輸

光回線
（情報の道路）
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９-１． FTTH普及促進/デジタルディバイド解消のために ①

ＮＴＴ東西の回線網

・・・

現状、競争事業者は、
NTT東西の回線網との接続によりサービスを提供
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NTT西 NTT東 NTT
ドコモ

NTT
コム

KDDI SBB
JT

ユニバーサル回線会社（民間企業）ユニバーサル回線会社（民間企業）

９-２． FTTH普及促進/デジタルディバイド解消のために ②

通信事業者通信事業者
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等
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ー
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セ
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等

放送事業者放送事業者 CATV
CATV

警備
会社

警備
会社

ユニバーサル回線会社（民間企業）による計画的一括整備と

設備開放によるサービス競争が必要

Ｊ:

Ｃ
Ｏ
Ｍ
等
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１０．ユニバーサル回線会社の要件

（1） NTT東西から物理回線部分を切り出し、ユニバーサル回線会

社（民間企業）を創設

（2） 完全な「イコールフッティング」（公正な競争）

① 完全なイコールフッティング（公正な競争）
a） 資本分離 ／ ブランド分離（NTT東西含む） ／ 人事権分離

b） 顧客情報データベースの移管

c） 事業者向け卸業務に限定（エンドユーザ向けサービスの禁止）

d） 同じ価格 ／ 同じ手続き ／ 同じ納期

② ユニバーサルサービス義務
a） 光回線について、ユニバーサルサービス義務を課す

③ 民間企業として運用
a） 債券発行による資金調達
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１１．ユニバーサル回線会社（民間企業）による光回線整備

６，０００万回線光化は、実現可能
メタル回線維持不要（メタル回線維持の方が高コスト）

（1） 5年間で、６，０００万回線まで敷設（日本全国）

（2） 回線光化総投資額 ： ６兆円

（3） 設備減価償却期間 ： ２０年 ※ 実質的には５０年程度は利用可能

（4） 債券発行による、資金調達 ： ２０年/年利２％/元利均等償還

前 提前 提

試 算試 算
20年経過時に元本、金利が完済となる回線単価水準を算出

回線単価月額回線単価月額

＜ メタル回線 ＜＜ ダークファイバ

光ファイバ１回線/月額 ： 約６９０円

（ソフトバンク株式会社による試算）

結 果結 果
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ユニバーサル回線会社回線単価試算条件

償還２０年／年利２％／元利均等償還

支払金利合計額 ： １．３４兆円

４． 政府保証債

５年間で整備終了５． 光ファイバ敷設ペース

５年目に６，０００万回線の利用６． 利用回線数

年額 ８１８億円７． 事業運営費

(保守費及び道路占用料)

６０００万回線

(メタル回線契約数と同規模)

３． 光アクセス回線数

２０年２． 光ファイバ減価償却期間

６兆円１． 光ファイバ整備投資額

詳 細項 目
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回線単価試算概要／結果

1. 前提条件に基づき、以下を算出

① 収入 ： 回線単価 × 利用回線数

② 費用 ： 減価償却費 ＋ 事業運営費

※事業運営費 ＝ 保守費 ＋ 道路占用料

2. 前提条件及び前項に基づき、

営業利益/EBITDA/キャッシュフローを算出

3. 20年経過時に元本/金利が完済となる回線月額単価を算出

結果 ： 回線単価 ６９０円／月

（20年経過後は、250円/月も可能）
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光ファイバ全国敷設構成図

架空光クロージャ
（幹線系）

架空光クロージャ
（後分岐）

き線

48心光ファイバ（幹線） 48心光ファイバ（準幹線）1000心光ファイバ
単心光
ファイバ

とう道・き線区間

・装柱/吊線/接地NTT既設利用

・スパイラルハンガ新設、ケーブル敷設

38ｍ

加入者

成端キャビネット
（SCコネクタ渡し）

局舎

FTM

架空配線区間 引込み線
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6,000万回線光化投資コスト積上試算結果

※1 ①～③は、ソフトバンク株式会社による試算値。④～⑦は、平成16年度接続会計をもとに算定。

※2 ④～⑥は、NTT東西既設の端末系伝送路設備を、簿価にて取得するもの。

※3 ⑦は、全国整備を前提とした①～③との二重投資を避けるため、NTT東西既設光線路設備（④）を
取得・利用し、それに見合う設備構築コストを削減。（0.71兆円 ＝ 0.39兆円 ＋ 減価償却費累計額）

⑥ メタル線路設備

⑤ その他設備（管路・とう道等）

④ 光線路設備

-0.71兆円※3⑦ NTT既設光線路設備の控除（取得価額）

（④＋⑤＋⑥） 2.92兆円（①＋②＋③） 3.77兆円小計

0.95兆円

1.58兆円

0.39兆円NTT
既設
設備

0.87兆円③ 光線路設備(引込み線)

1.24兆円② 光線路設備(き線点以降架空部分)

1.67兆円① 光線路設備(局舎～き線点)

既設分買取
(簿価)

設備構築コスト

ユニバーサル回線会社の必要投資コスト試算結果は、以下の通り

総投資コスト： ６兆円
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S27 S29 S31 S33 S35 S37 S39 S41 S43 S45 S47 S49 S51 S53 S55 S57

加入者債券累計発行額

電信電話債券発行額の推移

【出典】 “加入者債券の記録” （2004年11月5日、一二三書房発行）をもとに、ソフトバンク株式会社作成

加入者引受債券の引受義務付けにより、

約６約６兆兆２２千億千億円円を電話加入者より調達

約６約６兆２千億兆２千億円円

（ 億円 ）

「政「政 府府 保保 証証 債」債」
による資金調達
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東

メタル回線
6,000万回線

１２．通信事業競争と物理回線の分離

光回線
6,000万回線
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通信事業

物理回線

ユニバーサル
サービス

競争すべきは、物理回線を除いた通信事業分野

競 争
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局内
設備

１３ ．通信事業設備部分には、競争が必要

通信事業設備 物理回線

メタル回線 宅内
設備

通信事業設備

局内
設備

光回線 宅内
設備

競争競争ユニバーサルサービス

物理回線ではなく、両端の設備によって競争を行う

競争競争
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NTT西

NTT東

NTTコム

KDDI

SBB/JT

イー・アクセス

１４．ユニバーサル回線会社による、ユビキタス化

光回線を共通インフラとして、ユビキタス社会を実現光回線を共通インフラとして、ユビキタス社会を実現

情報家電

IP電話
FMC

地上デジタル
テレビ

(難視聴対策)

ホーム
セキュリティ

高速
インターネット

ユ
ニ
バ
ー
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ル
回
線
会
社
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NHK

フジテレビ等

J:COM 等

セコム 等

光ファイバ

通
信
事
業
者

通
信
事
業
者

放
送

事
業
者
放
送

事
業
者

CATV
CATV

警備
会社

警備
会社

地上デジタル放送
（難視聴対策）

（競争事業者）

ビービーケーブル
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１５．ユニバーサル回線会社（民間企業）により実現する社会

１． 通信事業における、フェアな競争促進
・ 加入者回線卸と小売兼業禁止

１．１． 通信事業における、フェアな競争促進通信事業における、フェアな競争促進
・ 加入者回線卸と小売兼業禁止

２． 新しい時代の新光ユニバーサルサービス
・ 6,000万世帯に光ブロードバンドを！

２．２． 新しい時代の新光ユニバーサルサービス新しい時代の新光ユニバーサルサービス
・ 6,000万世帯に光ブロードバンドを！

３． 日本の国際競争力復活
・ 光アクセスが、あらゆる産業の基本インフラに！

３．３． 日本の国際競争力復活日本の国際競争力復活
・ 光アクセスが、あらゆる産業の基本インフラに！
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加入者回線卸と小売の兼業加入者回線卸と小売の兼業加入者回線卸と小売の兼業

通信事業における、フェアな競争促進

光ブロードバンドアクセス光ブロードバンドアクセス

公平な利用公平な利用

SBBSBB・・JTJT その他その他
事業者事業者

NTTNTT KDDIKDDI

自由競争自由競争

独立独立
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新しい時代の光ユニバーサルサービス

6,000万世帯すべてに光ブロードバンドを！6,0006,000万世帯すべてに光ブロードバンドを！万世帯すべてに光ブロードバンドを！

NTT中期経営戦略

「光サービスを２０１０年度に

は３，０００万のお客様に」

NTT中期経営戦略

「光サービスを２０１０年度に

は３，０００万のお客様に」

日本は、ブロードバンド
空白地ばかりに？

光ブロードバンドアクセスは
日本全国に！

光ブロードバンドアクセスは光ブロードバンドアクセスは
日本全国に！日本全国に！
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日本の国際競争力復活

光アクセスがあらゆる産業の基本インフラに！光アクセスがあらゆる産業の基本インフラに！光アクセスがあらゆる産業の基本インフラに！

光ブロードバンドアクセス光ブロードバンドアクセス

金融 建設製造

国際競争力の向上
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ご質問に対する回答
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政府のブロードバンドゼロ解消方針及びブロードバンドサービスをユニバーサルサービ

スとすることについて見解如何。

政府のブロードバンドゼロ解消方針及びブロードバンドサービスをユニバーサルサービ

スとすることについて見解如何。

① ソフトバンクは、ブロードバンドゼロ解消方針に賛同

② ブロードバンドサービスを、世界に先駆けユニバーサルサービス化すべき

(a) 情報アクセス権は、国民の基本的権利

(b) ブロードバンドを基本インフラとして、日本の国民生活を豊かにする

(c) ブロードバンドを基本インフラとして、日本の国際競争力を強化する

※ ただし、NTTによるユニバーサルサービスの提供は不適当

（高コスト化、競争上不公正）であり、中立な会社による提供が適当

質問１－１質問１－１
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ソフトバンクは、アクセス分離を行い、民間会社による一括整備と設備開放を主張して

いるが、これに対し、1社独占による非効率性と技術中立的でないという問題を含んで

いるとの意見がある。これについて見解如何。

ソフトバンクは、アクセス分離を行い、民間会社による一括整備と設備開放を主張して

いるが、これに対し、1社独占による非効率性と技術中立的でないという問題を含んで

いるとの意見がある。これについて見解如何。

〔 1社独占による非効率性の排除について 〕

① 地域分割（いわゆるヤードスティック競争） → P.32 参照

② 経営情報オープン化と、関係者による監視 → P.33 参照

〔 技術中立性について 〕

① 光ファイバ以外の技術を排除するものではない → P.34、35 参照

質問１－２質問１－２
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1社独占による非効率の排除

ユニバーサルユニバーサル
回線会社回線会社
（北海道）（北海道）

NN TT TT 他事業者他事業者サービス層

物理層
・ ・ ・

地域分割 （ヤードスティック競争）

ユニバーサル回線会社の地域分割

（いわゆるヤードスティック競争）による非効率性排除

※ 電力事業者と同程度

ユニバーサルユニバーサル
回線会社回線会社
（東北）（東北）

ユニバーサルユニバーサル
回線会社回線会社
（九州）（九州）
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情報開示／監視の強化による非効率排除

情報開示の強化／促進に伴う、

第三者からの事業運営チェックによる非効率性排除

第三者による第三者による
事業運営チェック事業運営チェック

事業効率化事業効率化

情報開示情報開示

情報開示の項目

（1） 会計情報
（2） コスト情報
（3） 提供回線数

・
・
・
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技術中立性の確保 （1）

（1） 山間部・離島等で、無線技術等が適当であれば活用すべき

（2） 無線技術等を用いる場合でも、幹線の光ファイバ整備は必要

＜局舎＞

〔山間部〕

＜有線アクセス＞
（光ファイバ、VDSL、PLC等）

＜ブロードバンド無線アクセス＞
（UWB、WiMAX、WiFi 等）

ユニバーサル回線会社は、光ファイバ以外の技術を排除しない

光ファイバによる整備光ファイバによる整備



35IPIPマルチキャストマルチキャスト

技術中立性の確保 （2）

（3） 光ファイバ、WiMAX等の無線を組み合わせたブロードバンドサービスは、

地上デジタルテレビ放送の難視聴対策としても有効

(a) 難視聴地域を光ファイバにより迂回し、地上デジタル放送を中継

(b) IPマルチキャストにより、地上デジタル放送を再送信

地上デジタル
放送

＜局舎＞

WiMAXWiMAX、、WiFiWiFi等等

難視聴地域

光ファイバによる迂回光ファイバによる迂回
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アクセス網の開放について、ＢＴ方式（アクセスサービス部門の設置）に関する見解如

何。

アクセス網の開放について、ＢＴ方式（アクセスサービス部門の設置）に関する見解如

何。

① BT方式は、加入者回線部分を卸部門として小売部門から機能分離（会計

／手続き／顧客情報／ブランド等）するもので、一定の効果は期待できる

② ただし、同一会社下では、厳格にルール化しても、実効性に限界があるも

のと懸念

③ したがって、ユニバーサル回線会社による、アクセス網の構造分離を行う

ことが最善の方策

質問２質問２
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利用部門

アクセス部門

他事業者

会計 ：ルールで分離？

経営陣 ：分離なし

ブランド ：分離なし

手続、納期、システム

：平等とはいえない

監査体制不備

会計 ：ルールで分離？

経営陣 ：分離なし

ブランド ：分離なし

手続、納期、システム

：平等とはいえない

監査体制不備

NTT東西

BTBT
RetailRetail

BTBT
WholesaleWholesale

OpenreachOpenreach
（アクセス・バック（アクセス・バック
ホール部門）ホール部門）

他事業者他事業者

会計 ：ルールで分離

経営陣 ：ルールで分離

ブランド ：ルールで分離

料金、手続、納期、システム

：ルールで平等化

内部監査員会

会計 ：ルールで分離

経営陣 ：ルールで分離

ブランド ：ルールで分離

料金、手続、納期、システム

：ルールで平等化

内部監査員会

BTBT

NTT

ユニバーサル
回線会社

他事業者

会計 ：構造上分離

経営陣 ：構造上分離

ブランド ：構造上分離

料金、手続、納期、システム

：平等

会計 ：構造上分離

経営陣 ：構造上分離

ブランド ：構造上分離

料金、手続、納期、システム

：平等

BT方式

（機能分離）

ユニバーサル回線会社

（構造分離・資本分離）

NTT(現行)

NTT／BT方式／ユニバーサル回線会社の比較 (1)
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① BT方式は、現状のNTTと比較すれば一定の効果が期待できる

② しかし、ユニバーサル回線会社方式では、完全に別会社化するため、

明確かつ最も効果が高く、最善の方策

NTT／BT方式／ユニバーサル回線会社の比較 (2)

◎○×ブランド
分離

◎

◎

◎

△

△

○

×

×

△

ユニバーサル回線会社

顧客情報
分離

手続

同等性

会計分離

BT方式NTT(現行)

確保困難 → 〔 公正競争条件 〕 → 確保可能
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次世代ネットワークにおけるオープン性の確保等の公正競争条件の整備について見解

如何。

次世代ネットワークにおけるオープン性の確保等の公正競争条件の整備について見解

如何。

質問３質問３

NTT
〔市場支配的事業者〕

加入者
回線

次世代
ネットワーク

競争事業者

ユニバーサル回線会社ユニバーサル回線会社

コンテンツ／プラットフォーム事業者

上位
レイヤー

①

②
③

① 加入者回線のイコールフッ

ティング確保

② 上位レイヤーに対するオー

プン性確保が必要

③ 次世代ネットワークにドミナ

ント規制を課し、アンバンド

ル／オープン化による公正

競争確保が必要

公正競争のためには
下記の３つが必要
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ソフトバンクグループは、携帯電話市場に新規参入される予定になっているが、固定通

信事業との連携について見解如何。（ボーダフォン買収と、１．７ギガ免許の関連）

ソフトバンクグループは、携帯電話市場に新規参入される予定になっているが、固定通

信事業との連携について見解如何。（ボーダフォン買収と、１．７ギガ免許の関連）

① ソフトバンクは、固定／移動体の融合したユビキタスネットワークを目指す

② 利用者が固定電話／移動体を意識することなく、自動的に適切なネット

ワークを選択し、シームレスなサービス（FMC）を実現する

質問４質問４

3G(W-CDMA)

4G/ WiMAX

WiFi
ADSL

50Mbps

100Mbps

FTTH
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映像コンテンツの流通について、著作権の在り方など現状の問題点と、解決すべき点

に係る見解如何。

映像コンテンツの流通について、著作権の在り方など現状の問題点と、解決すべき点

に係る見解如何。

① IPマルチキャスト放送の位置づけについて

IPマルチキャストを用いた有線役務利用放送事業者の著作権法上の

位置づけについて明確になることを期待する

② 映像コンテンツのマルチユース促進について

番組制作時においてブロードバンド配信（ここではVODやストリーミン

グ配信を指す）を含むマルチユースを想定した契約と権利の集中管

理の促進を期待する

質問５質問５
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映像コンテンツのインターネット配信に係る規律について見解如何。映像コンテンツのインターネット配信に係る規律について見解如何。

① コンテンツの内容については製作時だけではなく、配信事業者側において

も適切な対応をとることが必要

② コンテンツの提供方法は、技術の進化に対応できるよう特段の規律はもう

けるべきではない

ただし、著作権保護が十分にとられているかどうかについては一定のルー

ル作りが必要

質問６質問６
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ソフトバンクグループのコンテンツ配信事業

1.1. STBSTBを利用したを利用した
テレビ向けサービステレビ向けサービス

2.2. 有線役務利用放送有線役務利用放送
3.3. 有料コンテンツ有料コンテンツ
4.4. IPIPマルチキャストを利用したマルチキャストを利用した

「チャンネルサービス」「チャンネルサービス」
5.5. VODVOD配信配信

「電子レンタルビデオ」「電子レンタルビデオ」

1.1. PCPC向けサービス向けサービス
2.2. 主に無料コンテンツ中心主に無料コンテンツ中心
3.3. YYaahoo!hoo!動画とあわせて動画とあわせて

約１０万本のコンテンツ（約１０万本のコンテンツ（VODVOD））
4.4. 投稿動画コンテンストでの投稿動画コンテンストでの

ククリエーター育成リエーター育成
5.5. YYaahoo!hoo!で培ったで培った

動画検索インデックス動画検索インデックス
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コンテンツの流通促進により、全ての関係者がwin-win-win
関係となるような議論を期待するとともに、ソフトバンクも積
極的に市場拡大に貢献する

コンテンツの流通促進により、全ての関係者がコンテンツの流通促進により、全ての関係者がwinwin--winwin--winwin
関係となるような議論を期待するとともに、ソフトバンクも積関係となるような議論を期待するとともに、ソフトバンクも積
極的に市場拡大に貢献する極的に市場拡大に貢献する

製作者権利者 配信事業者 視聴者

①

権利許諾

②

ライセンス供給

③

サービス提供

②

使用料

③

使用料

①

視聴料収入

コンテンツ流通のwin-win-winスパイラルで市場拡大


